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宮城県高体連ｿﾌﾄﾃﾆｽ専門部表彰基準  

 

１．優 秀 選 手 

 1)次の①および②に該当する者を表彰する。  

 

  ①年間４大会における戦績を得点に直し、合計５点以上の者。  

 ４大会における得点は次の通りとする。  

 
大    会    名  

 
優  勝  

 
準優勝  

 
3、4 位  

 
5､6 位  

 
7､8 位  

 
１６本  

         
 
 
 
 
       
 
       
 
       

 

 
夏 季 大 会 

 
  ８  

 
  ６  

 
  ４  

 
   ２  

 
  １  

 
新 人 大 会 

 
  ８  

 
  ６  

 
  ４  

 
   ２  

 
  １  

 
春   季  大   会  

 
  ８  

 
  ６  

 
  ４  

 
   ２  

 
  １  

 
県   高  校   総  体  

 

 
  ８  

 

 
  ６  

 

 
  ４  

 

 
 ２  

 

 
  ２  

 

 
  １  

 

 

   ②次のⅠ～Ⅴに当該する者。  

     Ⅰ：県高校総体において全国高校選手権大会への出場権を獲得した者  

     Ⅱ：県高校総体団体戦優勝校の登録選手  

     Ⅲ：東北インドア大会団体戦で全国選抜出場権を獲得した学校の登録選手  

     Ⅳ：東北高校選手権大会個人戦決勝進出者  

     Ⅴ：東北高校選手権大会団体優勝校の登録選手       

 

 2)優秀選手は所属校長の承認を得て決定し、表彰式は夏季大会の開会式の際に
  行う。  

 3)得点は夏季大会から県高校総体までの１年間で算出し、累算はしない。１・
  ２年次において受彰の資格を得た者は３年次に表彰を行う。受彰は３年次ま
  で部員であることが条件である。  

 

 

２．最優秀選手  

 1)優秀選手のうち、次に該当する者を最優秀選手として表彰し、記念品を贈る。  

    Ⅰ：３年間、全国高校選手権大会に出場した者。  

    Ⅱ：３年間で、上記４大会において３回以上優勝した者。  

    Ⅲ：東北高校選手権大会で優勝した者。  

    Ⅳ：県高校総体個人戦で２回以上優勝した者。  

    Ⅴ：全国高校選手権大会でベスト１６以上に進出した者。  

  Ⅵ：全国高校選手権大会・全日本高校選抜大会・国民体育大会における優勝
    校の登録選手。  

 

３．功  績  賞  

 1)次に該当する者に功績賞を与える。  

    ①各地区から推薦をうけた者。ただし、仙塩地区は男女各５名まで、その他  
  の地区は男女各３名までとする。  

 

    ②大会による得点で、  

a)各学年において、優秀選手表彰基準の 1)の①の期間で得点４点以上の者  

b)３年間の累算得点合計が８点以上の者。  

 

    ③県高校総体個人戦において東北高校選手権大会の出場権を獲得した者。  
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４．功  労  賞  

 1)次に該当する者に功労賞を与え表彰する。  

①県高校総体団体戦ベスト４進出校から申請のあった者（１名）。１・２年
次において受彰の資格を得た者は３年次に表彰を行う。受彰は３年次まで部
員であることが条件ある。また、１・２年次に受賞資格を得た者が３年次に
上記の１・２・３の表彰を受ける場合は、功労賞受賞の権利を失うものとし、  

権利を他者へ譲渡することは認めない。  

 

 

５．そ  の  他  

 1)特別表彰について  

  ①全国高校選手権大会の個人戦でベスト８に進出した選手に対し、記念品を
   贈り、宮城県高体連の功績賞に推薦する。  

  ②全国高校選手権大会の団体戦、および全日本高校選抜大会、国民体育大会
   において、ベスト８に進出した場合、チーム並びに選手に対して記念品を
   贈り、宮城県高体連の功績賞に推薦する。ただし、国民体育大会の補欠選
   手２名は記念品の贈呈のみとする。  

 2)功績賞、功労賞は所属校長の承認を得て決定し、表彰式は夏季大会の開会式
  の際に行う。  

 3)上記以外の各種団体からの表彰は、それぞれの規定による。  

 4)１～４の表彰は重複しない。  

 

                                               昭和５４年  ８月２６日制定  

                                               昭和５６年１０月１７日改定  

                                               昭和６１年  ５月２５日改定  

                                               平成  ４年  ４月２１日改定  

                                               平成  ７年  ５月２２日改定  

                                               平成  ９年  ４月２２日改定  

                                               平成１０年  ５月２６日改定  

                                               平成１２年  ４月２１日改定  

                                               平成１４年  ４月１８日改定  

                                               平成１７年  ４月２１日改定  

                                               平成２２年  ４月２０日改定  

                                               平成２５年１０月２３日改定  

 

（令和２年～令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響で特例基準で表彰）  


